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ネ ッ ト ワ ー ク 通 信
　　長井市社会福祉協議会
　　〒９９３－００１１
　　長井市館町北６－１９
　 　☎　０２３８－８８－３７１１（代表）

　　 ☎　０２３８－８７－１８２２（直通）

 冬のひだまりがことのほか温かく感じられる季節、皆様はいかがお過ごしでしょうか。北東北では積雪情報があり、
長井の西山（葉山連山）にも雪が降り白く染まってきました。平地には未だ初雪が降っていないようですが、今後は
増々寒さが増してきそうです。体調に気を付けて師走の忙しい時期を乗り切ってください。 

    ～令和２年度 第７回定期交流会～          ～長井さしこを体験しました～   
  
 １１月１４日（木）念願の長井さしこを体験しました。 

 長井さしこは今から約400年前に考案された技法のひとつで、厳 

しい寒さをしのぐ為、当時大変貴重だった綿布を重ねて丈夫にする 

ために刺繍を施すものです。長井近郊の旧家に残されていた刺し子 

の古布を集め、縫い目を解いて技法を学び、独自の手法を開発・普 

及したもので、その技能を集成した冊子「長井さしこ」が発刊され 

ています。 

 作り方は、まず最初に8枚の見本から刺したい模様を選びます。 

木綿生地に５㎜から１㎝の方眼を引き、それに沿って縫っていく手 

法ですが、前もって先生に７㎜の方眼が引いてある生地や針・糸、 

模様の型紙などが入った材料セットを用意して頂きました。生地は 

会津木綿です。 

 下絵を書かないで、方眼のどこに糸を出すかによって、いろいろな 

模様がでてきます。選んだ模様は「花十字応用」が一番人気で、 

「銭形」に挑戦した方もいました。最初は何をしているのか解らない 

状態でしたが、3人の先生に丁寧に指導していただき、花の模様が出て 

きた時は「花が咲いた！」と思わず声に出して喜びました。「あとで 

糸がつらないように糸に余裕を持たせるように。針目は均等に。途中で 

針は抜かないこと。」など注意点も教えて頂きました。また、刺してる 

途中で間違いに気づいた時は、「そこまで解いてやり直し。」と厳しい 

指導も受けながら、全員が刺繍を完成 

させました。 

 刺繍が終わった人から、裏側にアイロンで 

接着芯(のりの一種)を固定し裏地と一緒にミ 

シンで縫い合わせ、ひっくり返して出来上が 

りです。完成までの時間は個人差がかなりあ 

りましたが、世界で1枚しかない「長井さしこ 

コースター」の出来上がりです。 

 先生の熱意が伝わった、満足感一杯の交流会でした。 
  
 
 
 

模様の見本 

材料の中身 

完成品↓ 

 
バスボム作りをしませんか？日程のお知らせ 
 

 １１月のネットワーク通信でご案内しましたが、

１２月の定期交流会はバスボム作りを行ないます。 

 参加募集は終了しましたが、再度日程をお知らせ

いたします。なお、先月の案内の際、「バスボムと

みつろう作り」と記載しましたが、バスボム作りの

みになります。申し込みされたみなさん、ご了承く

ださい。 

  
 
日     時 : 令和２年1２月１２日（土） 
        １０：３０～1２：00 
場        所：老人福祉センター 大広間 
講     師：笹渕 美香さん 
参  加  費：無料 
問合せ先 長井市社会福祉協議会 
  ☎８７－１８２２(直通)/８８－３７１１ 
      担当：手塚 ・ 鈴木 まで 
 
 
 



あとがき・・・雪囲いされた木々が見られるようになり、冬支度が始まったなと感じます。あっという間に、１２月にな
り今年もあと少しですね。みなさん、少しずつ大掃除を始めてますか？ 

   平成30年4月に発足した避難者親睦会 

『きびたき長井甦るの会』の会則について 

 （きびたきとは福島県の県鳥） 

 ・代表者 ： 村田孝さん、鈴木大介さん 

 ・会   員 ： 長井市内に避難している方、以前長井市 

        に避難したことがある方、その他避難者 

        だけに限定せず、支援をしてくれた方など 

        関係する人達。 

 ・目  的 ：  会員の親睦、帰還した世帯が長井に来る 

        きっか けづくり、同窓会的なもので友好を 

        深めるため。 

 ・内  容 ： 年２回位の事業(桜の花見・いも煮会等） 

         他に特別事業として、福島会員との交流。 
 

＊今後の方針  

 中々参加出来ない方もいらっしゃるが、時間をかけて

交流の輪を広げていきたい。こちらから福島にでかけ

てはどうかなど、まずは、集まられる人達で交流の場と

して続ける。 

   

  事業の決定 ： 代表者と相談員が協議で決める。 

  連 絡 方 法    ： 相談事業がある間は、相談員が行う。 

  会    費  ： 相談事業がある間は無料。但し、相 

           談員事業が終了後は、出来るだけ無 

           料になるよう補助金制度を申請する。 

            

 
 
 
 すでに山形県から連絡があったと思いますが、今年

も山形県より避難されている全世帯の皆様に「山形県

産無洗米雪若丸」の進呈がありましたので、各種相談

窓口の資料と一緒にお届けいたします。 

 市の担当職員と一緒に、１２月４日に全戸訪問をさせ

ていただきます。なお、不在の場合は不在票を付けて

郵便受に投函させていただきますが、ご家族の近況や

要望などをお聞きし県に報告する必要があるため、都

合の良い日時をお電話でお知らせください。後日再度

訪問したいと思います。 どうしても都合がつかない方

は申し出てください。 

 ご協力よろしくお願いいたします。 
 
  ☎ ８８－３７１１（代表） ／ ８７－１８２２（直通） 
                 担当： 手塚・鈴木 

 令和２年１０月２４日（土）秋の交流会（オンラインいも

煮会）をきびたき長井甦るの会主催、社会福祉協議会

後援で行い、代表の村田さんに尽力して頂きました。 

 長井に避難された方、福島・宮城に帰還された方の

継続的なネットワーク組織となる「きびたき長井甦るの

会」の活動推進にむけ、支援させていただきますので、

よろしくお願いいたします。 

 会則は右記に載せておりますので、ご覧ください。 






